
令和８年度分市民税・県民税の申告について 

                袖ケ浦市役所 課税課 
 
 

 市では、令和８年 1 月１日現在、袖ケ浦市にお住まいの方で、昨年度に市民税・県民税申告書を提出さ

れた方を対象に、令和８年度分市民税・県民税申告書をお送りしています。 

下記の １ 申告する必要がある方  をご確認いただき、該当する方は令和８年３月１６日までに令和７

年 1 月１日から令和７年 12 月 31 日までの所得（収入－必要経費）について申告をしてください。 

郵送での申告をお願いします（同封の提出用封筒をお使いください） 

混雑緩和のため、郵送での申告にご協力ください。 

必要事項を記入した申告書を、必要書類※１を同封の上、郵送で提出してください。 

 ※１ 必要書類は右記 ３ 申告に必要なもの  を参照してください。 

申告書の控えが必要な方は、返信用封筒（宛名を記入し切手を貼付）を同封してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 申告する必要がある方 
 

（ １ ） 課 税 対 象 と な る 所 得 が な く 、 誰 に も 扶 養 さ れ て い な い 方 や 市 外 在 住 者 の 扶 養 に な っ

て い る 方 で 上 記  「所得なし」申告の利点  に該当する方 
  ※遺族年金・遺族恩給・障害年金・老齢福祉年金・失業給付金などは課税対象となりません。 

（ ２ ） 次 の ① ～ ⑥ に 該 当 す る 方  

   た だ し 、 所 得 税 の 確 定 申 告 を す る 方 は 原 則 と し て 提 出 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

①  給 与 所 得 者 で 、 勤 務 先 か ら 市 役 所 に ｢給 与 支 払 報 告 書 ｣が 提 出 さ れ て い な い 方 （ 勤

務 先 で 確 認 し て く だ さ い 。）  

②  給 与 所 得 者（ 収 入 2,000 万 円 以 下 ）で 給 与 以 外 の 所 得 が 20 万 円 以 下 の た め 所 得

税 の 確 定 申 告 を し な い 方  

  た だ し 、 給 与 を ２ か 所 以 上 か ら 受 け て い る 方 は 、 年 末 調 整 さ れ な か っ た 給 与 収 入

と 給 与 以 外 の 所 得 と の 合 計 が 20 万 円 以 下 の 方  

③   公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 の 合 計 が 400 万 円 以 下 で 、 公 的 年 金 等 に 係 る 雑 所 得 以 外

の 所 得 金 額 が 20 万 円 以 下 の た め 、 所 得 税 の 確 定 申 告 を す る 必 要 が な い 方  

④   公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 の 合 計 が 400 万 円 以 下 で 、 市 民 税 ・ 県 民 税 申 告 の 医 療 費

控 除 、社 会 保 険 料 控 除 や 生 命 保 険 料 控 除 な ど の 所 得 控 除 を 受 け よ う と す る 方（ 申 告

し て も 市 民 税 ・ 県 民 税 額 に 影 響 し な い 場 合 が あ り ま す 。）  

⑤   事 業 、 不 動 産 所 得 者 な ど で 、 所 得 税 の 確 定 申 告 が 必 要 な い 方  

⑥   株 式 な ど の 配 当 所 得（ 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 等 を 除 く ）の あ る 方 で 所 得 税 の 確 定

申 告 が 必 要 な い 方  

所得がなくても申告を！ 
 

「所得なし」の申告を行う場合は、申告書の所得金額合計⑫に「所得なし」と記

入し、提出してください。 
 

所得がない場合でも「所得なし」の申告をしておくと、次のような利点があります。 
 
「所得なし」申告の利点  

・国民健康保険税が軽減されたり、国民年金保険料の納付が申請により免除されることがあります。 

・融資や扶養認定、公営住宅入居、幼稚園、保育所入所のときに必要な非課税証明書の交付（有料）が

受けられます。 

・児童扶養手当、子ども医療費助成、老齢福祉年金、障害福祉年金、高額療養費などを受ける時の基礎

資料となり、スムーズにサービスを受けることができます。 

 

２ 市民税・県民税申告受付会場等 
 

 期間 ※土、日、祝日は除く 会場 時間 

確定申告 

期間前 
申告書の到着～２月１３日（金） 

市役所課税課 

（中庁舎１階２８～

３０番窓口） 

窓口時間 

午前８：３０～午後５：１５ 

※最初に、市民課の６番窓口の番号発券機に

て、番号札をお取りください。 

確定申告 

期間中 

２月１６日（月）～２月１９日（木） 
平川交流センター 

（平川公民館） 
開設時間 

午前８：３０～午後３：００ 

※受付番号は 8：15 から配付 

※詳しくは、広報そでがうら１月号の税特集

号で確認してください。 

２月２４日（火）～２月２７日（金） 
昭和交流センター 

（市民会館） 

３月 ４日（水）～３月１３日（金） 
長浦交流センター 

（長浦公民館） 

※確定申告期間中の会場は大変混み合います。また、混雑状況により早めに受付を締め切ることがあります。 

※確定申告期間中は、市役所課税課で市民税・県民税の相談を伴う申告書は作成できませんのでご注意ください。 

ただし、２月２０日（金）、３月２日（月）、３日（火）、１６日（月）は市役所課税課で市民税・県民税の申告

相談を受け付けます。 

 

３ 申告に必要なもの 

①市民税・県民税の申告書（郵送されてきたもの） 

②本人確認書類及びマイナンバーがわかる（下記の

（１）または（２））の写し 

  （１）マイナンバーカード 

  （２）通知カード（※）＋運転免許証等 

  ※氏名、住所等が住民票と一致している場合に限る 

③令和７年中の所得がわかる書類（源泉徴収票など） 

・源泉徴収票の添付は不要ですが、窓口・申告相談会

場では作成に必要になりますので必ずお持ちくだ

さい。 

・事業所得、不動産所得等の収入がある方は、事前に

収支内訳書の作成が必要です。 

 

 

④控除に必要な書類（令和７年中の領収日のもの）

４ 問い合わせ、郵送による提出先 

問い合わせ 電話 0438－62－2519（直通） 

提出先   〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場 1 番地 1 袖ケ浦市役所 課税課市民税班 宛 

 

☆申告書の書き方は、裏面をご覧ください 

医療費控除 

医療費控除の明細書、医療費通知 

※領収書の添付では控除の適用は受付

できません。「医療費控除の明細書」を

事前に作成し、お持ちください。 

社会保険料控除 各種証明書や領収書 

生命保険料控除 
地震保険料控除 

各種証明書 

寄附金控除 各種証明書や領収書 

障害者控除 

障害者手帳など障がいの程度がわかる

書類 
※要介護認定を受けている方について

は市役所の介護保険課にて「障害者控除

対象者認定書」の交付を受けてくださ

い。 
配偶者控除 
配偶者特別控除 
扶養控除 
特定親族特別控除 

扶養される人の所得が分かる書類 
扶養される人のマイナンバーが分かる

書類 
※市内の申告会場にコピー機はありませんので、 

事前に必要書類のコピーのご用意をお願いします 




